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企画調整グループ
健康管理グループ

公務災害グループ

企画調整グループ
１　職員の勤務時間その他の勤務条件について

職員の勤務時間、休日、休暇等については、おおむね国に準じ、次の条例、規則及び規程に基づき実施している。なお、効率的な業務運営、職員の健康保持・増進を図る観点から、要綱、指針等に基づき、時間外勤務の縮減に向けた取り組みを行った。
　　ア　条　　　　　例

○　職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成７年大阪府条例第４号）
○　職員の育児休業等に関する条例（平成４年大阪府条例第１号）
○　職員の高齢者部分休業に関する条例（平成17年大阪府条例第147号）
○　職員の配偶者同行休業に関する条例（平成26年大阪府条例第176号）

イ　規　　　　　則
○　職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（平成７年大阪府人事委員会規則第２号）
○　技能労務職員就業規則（平成23年大阪府規則第22号）
○　職員の育児休業等に関する規則（平成11年大阪府人事委員会規則第20号）
○　職員の配偶者同行休業に関する規則（平成27年大阪府人事委員会規則第１号）

○　一般職非常勤職員就業等規則（平成28年大阪府規則第52号）
　　○　特別職非常勤職員就業等規則（平成24年大阪府規則第287号）

ウ　規　　　　　程
○　職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程（昭和41年大阪府訓令第1号）
○　職員の高齢者部分休業に関する規程（平成17年訓人企第1706号）

２　職員の勤務条件制度の改正
令和６年度の制度改正
ア　フレックスタイム制度の見直し（令和７年１月１日施行）

「選択的週休３日制」を、原則として全ての職員が利用できるようにする等の改正を行った。
イ　育児及び介護と仕事の両立支援制度の整備（令和７年４月１日施行）
子の看護休暇の取得事由を拡大するとともに、介護離職防止のため、職員が家族の介護に直面した旨を申し出た場合の介護両立支援制度等の個別の周知・意向の確認の整備等を行った。

３　職員団体及び労働組合について

（1）交渉等について

一般職員の職員団体として大阪府職員労働組合及び自治労大阪府職員労働組合が、技能労務職員の労働組合として大阪府従業員組合、大阪府職員労働組合現業評議会及び自治労大阪府職現業労働組合がそれぞれ結成されている。また、連合体として、大阪府労働組合連合会及び大阪府関連労働組合連合会が結成されている。

ア　大阪府職員労働組合及び自治労大阪府職員労働組合について

　　　　地方公務員法第3章第9節各条及び職員団体の登録に関する条例に基づき、大阪府職員労働組合及び自治労大阪府職員労働組合が結成されている。令和６年度に、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、それぞれの職員団体から大阪府当局に要求があり、交渉を行った。

イ　大阪府従業員組合について

　　　　大阪府従業員組合は、地方公営企業等の労働関係に関する法律及び労働組合法に基づき、地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第５項に規定する一般職に属する職員によって組織された労働組合である。大阪府は、地方公営企業等の労働関係に関する法律第７条及び労働組合法第14条の規定により、同組合との間に昭和28年2月11日以来引き続き労働協約を締結し、同協約に基づき業務協議会を設置して、賃金その他給与に関する事項、その他の勤務条件等に関する事項を協議した。

ウ　大阪府職員労働組合現業評議会及び自治労大阪府職現業労働組合について

　　　　地方公営企業等の労働関係に関する法律及び労働組合法に基づき、地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第５項に規定する一般職に属する職員であって、大阪府職員労働組合に加入している者による大阪府職員労働組合現業評議会、並びに自治労大阪府職現業労働組合が結成されている。

　　　　大阪府は、地方公営企業等の労働関係に関する法律第７条及び労働組合法第14条の規定により、それぞれの団体と労働協約を締結し、賃金その他給与に関する事項、その他の勤務条件等に関する事項を協議した。

エ　大阪府労働組合連合会（府労連）及び大阪府関連労働組合連合会（府労組連）について

　　　　自治労大阪府職員労働組合、大阪府従業員組合及び大阪府教職員組合の連合体として府労連が、大阪府職員労働組合及び大阪教職員組合の連合体として府労組連が結成されているが、令和６年度中において、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、それぞれの団体から大阪府当局に要求があり、交渉を行った。

（2）労使条例の運用について

適正かつ健全な労使関係の維持及び向上を図り、もって公務の能率の増進及び府政に対する府民の信頼の向上に資するため、府と職員団体等との交渉等に関し必要な事項を定めた「労使関係における職員団体等との交渉等に関する条例（平成25年大阪府条例第104号）」及び「労使関係における職員団体等との交渉等に関する条例施行規則（平成26年大阪府規則第23号）」に基づき交渉等を行うとともに、交渉内容の公表等を行った。

４　給与制度の概要について

（1）一般職の職員の給与関係条例等について

一般職の職員の給与は、次の条例及び規則に基づき支給した。

ア　条　　　　　例
〇　職員の給与に関する条例（昭和40年大阪府条例第35号）
〇　職員の管理職手当の特例に関する条例（平成27年大阪府条例第2号）

〇　職員の特殊勤務手当に関する条例（平成10年大阪府条例第41号）

〇　職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例（昭和39年大阪府条例第45号）

〇　職員の退職手当に関する条例（昭和40年大阪府条例第4号）

〇　職員の育児休業等に関する条例（平成4年大阪府条例第1号）

〇　外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和63年大阪
府条例第1号）

〇　公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成13年大阪府条例第71号）

〇　一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成13年大阪府条例第70号）

〇　一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成14年大阪府条例第86号）

〇　職員の高齢者部分休業に関する条例（平成17年大阪府条例第147号）

〇　職員の配偶者同行休業に関する条例（平成26年大阪府条例第176号）
〇　非常勤職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例（昭和40年大阪府　　条例第38号）

　　　　
イ　規　　　　　則

（知事部局職員に適用されていないものを除く。）

〇　職員の給料に関する規則（昭和41年大阪府人事委員会規則第1号）

〇　平成２３年改正条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則（平成23
年大阪府人事委員会規則第5号）

〇　職員の給与の支給方法等に関する規則（昭和41年大阪府人事委員会規則第11号）

〇　職員の給料の調整額に関する規則（平成15年大阪府人事委員会規則第20号）

〇　職員の管理職手当に関する規則（昭和41年大阪府人事委員会規則第2号）

〇　職員の初任給調整手当に関する規則（昭和41年大阪府人事委員会規則第3号）

〇　職員の扶養手当に関する規則（昭和41年大阪府人事委員会規則第4号）

〇　職員の地域手当に関する規則（平成13年大阪府人事委員会規則第6号）

〇　職員の住居手当に関する規則（昭和49年大阪府人事委員会規則第20号）

〇　職員の通勤手当に関する規則（昭和41年大阪府人事委員会規則第5号）

〇　職員の単身赴任手当に関する規則（平成2年大阪府人事委員会規則第4号）
〇　職員の特殊勤務手当に関する規則（平成10年大阪府人事委員会規則第12号）

〇　職員の農林漁業普及指導手当に関する規則（平成10年大阪府人事委員会規則第9号）

〇　職員の時間外勤務手当に関する規則（平成6年大阪府人事委員会規則第1号）

〇　職員の休日勤務手当に関する規則（昭和48年大阪府人事委員会規則第6号）

〇　職員の宿日直手当の額を定める規則（昭和41年大阪府人事委員会規則第10号）

〇　職員の管理職員特別勤務手当に関する規則（平成3年大阪府人事委員会規則第22号）

〇　職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（昭和39年大阪府人事委員会規則第3号）

〇　職員の退職手当に関する規則（昭和40年大阪府人事委員会規則第3号）

〇　職員の育児休業等に関する規則（平成11年大阪府人事委員会規則第20号）

〇　外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則（昭和63年大阪
府人事委員会規則第1号）

〇　公益的法人等への職員の派遣等に関する規則（平成13年大阪府人事委員会規則第24号）

〇　一般職の任期付研究員の採用等に関する規則（平成13年大阪府人事委員会規則第23号）
〇　一般職の任期付職員の採用等に関する規則（平成14年大阪府人事委員会規則第19号）
○　一般職非常勤職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（平成31年大阪府規則第80号）

上記の条例及び規則の規定内容は、おおむね国のとおりである。

（2）知事等の給与関係条例について

　　〇　知事及び副知事の給料、手当及び旅費に関する条例（昭和22年大阪府条例第18号）

〇　知事等の給料及び期末手当の特例に関する条例（平成27年大阪府条例第3号）

〇　特別職の秘書の職の指定等に関する条例（平成16年大阪府条例第4号）

（3）現行給与制度の概要について

ア　給料に関すること

（ア）給　　料　　表

給料表の体系は、国に準じて適用した。

（イ）級　の　格　付

職務の級の区分、等級別基準職務表及び級別資格基準は、ほぼ国の取扱いに準じて適用した。

　　　（ウ）初　　任　　給

採用時の初任給基準においては、府内の民間企業の新規採用者との均衡及び人材確保の観点から国に比し、4号高として適用した。

（エ）昇給、昇格

基本的な取扱いは国どおりである。
（オ）給料の調整額

社会福祉施設等に勤務する専門職員について、国の例に準じ給料の調整額を支給した。

イ　諸手当に関すること

（ア）地　域　手　当

民間の賃金水準及び物価等を考慮して、給料、管理職手当、扶養手当の月額の合計額の11.8％（医療職給料表（一）の適用を受ける職員については16％、東京都特別区に勤務する職員については16％）を支給した。

（イ）管理職手当

課長級以上の職にある者に対し、その者の占める職に応じ区分を定め、給料表の別並びに職務の級及び区分に応じて定める額を支給した。

（ウ）初任給調整手当

医療職給料表（一）の適用を受ける医師又は歯科医師について、国の４種の額に準じて支給した。（上限月額252,400円）

行政職給料表又は医療職給料表（二）の適用を受ける獣医師について、近隣都道府県の額を踏まえ支給した。（上限月額35,000円）
（エ）扶　養　手　当

扶養に係る手当について、国に準じて支給した。

（オ）住　居　手　当

借家・借間に係る手当について、国に準じて支給した。

（カ）通　勤　手　当

原則として６箇月の通勤に要する運賃等の額を支給した。（交通用具使用者については、使用距離により、月額2,000円から31,600円に支給対象期間の月数を乗じた額を支給した。）
　　　（キ）特殊勤務手当

基本的には国に準じているが、国にない府独自の業務については、その職務内容や他府県との均衡等を考慮して支給した。

（ク）時間外勤務手当

同一週を超える週休日の振替等による時間外勤務手当及び勤務1時間当たりの給与額については、労働基準法の規定等の趣旨を踏まえて定めているほかは国に準じて支給した。

（ケ）休日勤務手当及び夜間勤務手当

勤務1時間当たりの給与額については、労働基準法の規定等の趣旨を踏まえて定めているほかは国に準じて支給した。

（コ）宿日直手当

宿日直手当として勤務1回につき6,700円（半日直の場合は3,350円）を支給した。

（サ）期末手当及び勤勉手当

大阪府人事委員会勧告を踏まえ支給した。

（シ）退　職　手　当

国の支給率に準じて支給した。

（ス）その他手当

単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当については、国の制度に準じて支給した。

（4）技能労務職員の給与について

技能労務職員（現業職員）については「技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

（平成23年大阪府条例第５号）」により給与を支給した。

（5）特別職の給料及び手当について

「知事及び副知事の給料、手当及び旅費に関する条例」等により給料等を支給したほか、知事、副知事、教育長等の給料、期末手当及び退職手当について、令和６年度においては次のとおり減額措置を講じた。

（参考）知　事：給料　30%、期末手当　30%
　　　　副知事：給料　８%、期末手当　10%、退職手当　50%

　　　　教育長：退職手当　50%

　　　　常勤の監査・人事委員：退職手当　5%
５　職員の給与制度の改正等について

(1) 令和６年度の給与改定
　令和６年４月の公民の給与較差等に基づく給与改定についての勧告等を踏まえ、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（令和６年大阪府条例第75号）」により所要の改正を行った。
 　 ア　給料表の改定（令和６年４月１日）

　　　 給料表を改定し、初任給と若年層に重点を置きつつ全職員の給料月額の引上げを行った。

イ　期末手当及び勤勉手当の支給割合の改定（令和６年４月１日）

期末手当及び勤勉手当の支給割合の引上げを行った。
　　
(2) 給料制度の見直し
　　社会と公務の変化に応じた給与制度の整備に伴う勧告等を踏まえ、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（令和７年大阪府条例第９号）」により所要の改正を行った。

ア　給料表の改定
行政職給料表及び教育職給料表以外の給料表における主査級及び課長補佐級の最低水準を引き上げるため、給料表を改定した。

イ　扶養手当の見直し
経過措置を講じた上で、配偶者に係る扶養手当を廃止し、子に係る同手当の額を引き上げた。

　　ウ　地域手当の異動保障の見直し
　　　　地域手当に係る異動保障の期間を１年間延長した。
　　エ　通勤手当の上限額の引上げ・支給要件等拡大
　通勤手当の支給限度額を15万円へ引き上げるとともに、この範囲内で一定の条件を満たす場合は新幹線鉄道の特別料金等を全額支給することも可能とした。

　　
　　オ　単身赴任手当の支給対象及び支給要件の拡大

　　　　新たに採用された職員を単身赴任手当の支給対象としたほか、単身赴任に係る配偶者の転居先として認められる要件を一部拡大した。
　　カ　管理職員特別勤務手当の支給対象拡大

　　　管理職員特別勤務手当の平日深夜勤務に係る対象時間帯を拡大した。
　　キ　再任用職員への手当の拡大
　 医療職給料表（一）の適用を受ける再任用職員に対して、同給料表の適用を受ける再任 用職員以外の職員に支給される地域手当の支給割合を適用することとした。また、再任用職員に対して地域手当の異動保障を適用するとともに住居手当を支給することとした。
（3）技能労務職給料表等の改定

ア　職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（令和７年大阪府条例第９号）の内容に準じて、再任用職員に住居手当を支給することとした。
イ　国家公務員の行政職俸給表（二）の取り扱いに準じて、初任給の水準を引上げるため、技能労務職給料表を改定した。

(4) 特定任期付職員への勤勉手当の導入

　　 特定任期付職員の業績手当を廃止し、新たに勤勉手当を支給することとした。
６　職員の旅費について

職員の旅費は、次の条例、規則及び通知等に基づき支給した。
○　職員の旅費に関する条例（昭和40年大阪府条例第37号）

○　職員の旅費に関する規則（昭和41年大阪府人事委員会規則第14号）

○　職員の旅費に関する条例の運用について（通知）（昭和41年大人委第557号）
○　職員の旅費に関する規則の運用について（通知）（令和７年大人委第2922号）

○　旅費の支給について（通知）（昭和41年1月17日給内第101号）
７　旅費制度について
旅費制度の見直し（令和７年４月１日）
国家公務員の旅費制度の見直しに準じて、宿泊料を実費支給方式に改定する等、旅費制度を見直した。
８　働き方改革の推進について

少子高齢化、共働き世帯の増加などに伴い、仕事と家庭を両立した働き方の重要性を踏まえ、長時間労働を是正し、柔軟な働き方ができるよう、職員が働きやすい職場づくりに向けた取り組みを行った。
９　　次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画
令和７年度から５年間を計画期間とする、第３期「大阪府特定事業主行動計画（前期） ～みんなでサポート！子育てしやすい環境づくり～ 」を令和７年４月に策定した。
10　ハラスメント対策の強化

ハラスメントのない職場環境づくりを進めるため、庁内ウェブページのポータルサイトに職場におけるハラスメントに関する指針や相談フロー及び相談窓口の周知するとともに、アンケートの実施や理解を深める研修等を行った。

また、12月を「ハラスメント撲滅月間」と定め、セルフチェックの実施等により、意識啓発を行った。

11　審査請求について
退職手当の支給制限処分に関する元教員及び元校長からの審査請求について、地方自治法の規定に基づき、議会に諮問の上、裁決を行った。
健康管理グループ
１　職員健康管理事業
　職員の疾病予防､健康の保持増進のための各種健康診断､安全衛生教育の実施、快適な職場環境を確保するため、各種事業等を実施することにより職員の元気回復を図り､また職員の健康、心身等の諸問題について相談に応じることで、勤労意欲を高めると同時に､職場能率の向上を図ることを目的として健康管理事業を行った。
　　また、大阪府職員安全衛生管理規程により、安全衛生協議会等を設置し、産業医を６名任命するとともに、嘱託産業医を本庁８名（うちストレス相談室に７名）及び府内各地域に２８名を配置するなど健康管理体制の強化に努めた。
　根 拠 法 令  　　地方公務員法
　　　　　　     　労働安全衛生法
　　　　　　   　　大阪府職員安全衛生管理規程
（１）　一般定期健康診断
ア　健 診 結 果
	区　　　分
	要受診者
	受診者
	受診率
	１　　　次　　　健　　　診
	２　　　次　　　健　　　診

	
	
	
	
	異常なし
	要観察
	要医療
	要精検
	異常なし
	要観察
	要医療
	未受診

	全  職  員
	5,534
	5,466
	98.8
	2,728
	1,230
	1,508
	0
	0
	0
	0
	0

	内
訳
	29歳以下
	1,846
	1,840
	99.7
	1,245
	385
	210
	0
	0
	0
	0
	0

	
	30～34歳
	1,144
	1,139
	99.6
	721
	261
	157
	0
	0
	0
	0
	0

	
	35歳以上
	2,544
	2,487
	97.8
	762
	584
	1,141
	0
	0
	0
	0
	0


 (注)　人間ドック受診者を除く。
イ　２次健診結果（検査項目別内訳）
	検 査 項 目
	対　象　者
	受　　　　　　　　診　　　　　　　　者
	未受診者

	
	
	異 常 な し
	要　観　察
	要　医　療
	合　　　計
	

	胸部X線
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	血圧
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	腎臓泌尿器
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	糖代謝
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	肝機能
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	脂質
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	貧血
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	心電図
	0
	0
	0
	0
	0
	0


（２）　業務別特別健康診断
	業 務 別
	回別
	要受診者
（人）
	受 診 者
（人）
	受 診 率
（％）
	健　　　診　　　結　　　果

	
	
	
	
	
	異常
なし
（人）
	要観察
（人）
	要治療
（人）
	業務
禁止
（人）

	放射線
	1
	49
	49
	100.0%
	50
	0
	0
	0

	
	2
	50
	50
	100.0%
	50
	0
	0
	0

	有機溶剤
	1
	92
	92
	100.0%
	92
	0
	0
	0

	
	2
	97
	97
	100.0%
	97
	0
	0
	0

	鉛
	1
	1
	1
	100.0%
	1
	0
	0
	0

	
	2
	1
	1
	100.0%
	1
	0
	0
	0

	特定化学物質
	1
	50
	48
	96.0%
	48
	0
	0
	0

	
	2
	51
	48
	94.1%
	48
	0
	0
	0

	重度心身障がい者
介護業務
	1
	225
	217
	96.4%
	217
	0
	0
	0

	
	2
	222
	213
	95.9%
	213
	0
	0
	0

	振動
	1
	72
	72
	100.0%
	72
	0
	0
	0

	
	2
	73
	72
	98.6%
	72
	0
	0
	0

	騒音
	1
	0
	0
	－
	－
	－
	－
	－

	
	2
	0
	0
	－
	－
	－
	－
	－

	高気圧
	1
	0
	0
	－
	－
	－
	－
	－

	
	2
	0
	0
	－
	－
	－
	－
	－

	情報機器
作業
	1
	75
	61
	98.6%
	61
	0
	0
	0

	海外派遣
	随時
	2
	2
	－
	0
	2
	0
	0

	粉じん
	1/3年
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－


（３）　その他の健康診断
ア　胃集団検診（人間ドック受診者を除く。）
	受検対象者
	受検者
	検　　　　　　　　　　　診　　　　　　　　　　　結　　　　　　　　　　　果

	
	
	異常なし
	要精検者
	精　　　　　　　検　　　　　　　結　　　　　　　果

	
	
	
	
	異常なし
	要観察
	要医療
	未受診

	1,277
	626
	623
	3
	0
	2
	0
	1


(注)　異常なしには、精検に至らない有所見者を含む
イ　女性検診
	項目
	受検対象者
	申込者
	受検者
	異常なし
	要観察
	要再検
	要精検
	要治療

	子宮
(20歳以上
の偶数年齢)
	1,164
	506
	453
	435
	4
	2
	8
	4

	乳房
(35歳以上
の偶数年齢)
	272
	115
	99
	79
	14
	0
	6
	0


ウ　大 腸 検 診（人間ドック受診者を除く。）
	受  検
対象者
（40歳以上）
	受検者
	検　　　診　　　結　　　果

	
	
	異常なし
	要精検者

	1,277
	651
	618
	33


エ　臨時健康診断（過重労働による健康障害防止のための健康診断等）
	対象者
	受診者
	健診結果

	
	
	異常なし
	要観察
	要治療

	10
	10
	6
	3
	1


（４）　安全衛生教育他
ア　安全週間、労働衛生週間行事         ７月、１０月の２回
イ　職場別健康教育                           　　　１１回
ウ　「職員健康管理事業」の作成配付　　　　　　　　 　１回
エ　啓発冊子等の配付　　　　　　　　　　　　　　     １回
オ　３０歳職員健康教育　　　　　　　　　　　　　 　　３回

カ　４０歳職員健康教育　　　　　　　　　　　　　　　 ３回

キ　５０歳職員健康教育　　　　　　　　　　　　　　　 ２回
ク　環境衛生大掃除　　　　　　　　　　　 ３回      全職場
ケ　ネズミ駆除１回、ゴキブリ駆除１回           全出先機関
コ　事務室環境測定機器の設置                       ４カ所
サ　有害物質取扱作業場環境測定           ２回  １２事業所
　
（５）　体育、文化、レクリエーション
	事    業    名
	事  業  内  容

	体育・文化クラブの育成
	体　育　部　　17部
文　化　部　　　７部


（６）　保健指導及び健康相談
　　　　ア　過重労働による健康障害防止のための産業医による保健指導等
　　　　(ｱ) 所属長に対する助言指導　　　　　　　　　　　　 のべ 12人
　　　　(ｲ) 職員に対する保健指導　　　　　　　　　　　　　のべ 280人
      　イ　ア以外の保健指導等
・　本庁産業医
(ｱ) 健診・人間ドック後の事後措置 　　　　　　　　　　213件

　　　　　(ｲ) 復職に関する相談、健康相談、その他 　　　　　　　213件
・　保健師
(ｱ) 保健指導室における実施　　                   　　577件

(ｲ) 各出先機関における実施　　                 　　　 51件

　　(ｳ) 集団、グループを対象とした実施　　　　　　　　　2,730件

　　(ｴ) 電話による実施　　　　　　　　　　　　　　　　　1,270件

　　(ｵ) 文書による実施　　　　　　　　　　　　　　　　　5,736件

　　(ｶ) メールによる実施　　　　　　　　　　　　　　　　1,205件

（７）　ストレス相談
ア　相 談 件 数　　　　　　　　　　　　　　　
　　イ　所属による相談件数
	相談件数
	備考

	
	実人数
	うち新規受付

	783件
	234人
	122人


	相談件数

	783件


（８）　ストレスチェック
ア　実施期間
　　　令和６年７月５日～７月29日
イ　受検状況
	対象者数
	受検者数
	受検率

	9,440名
	8,661名
	91.7％


ウ　集団分析状況
	対象所属数
	集団分析所属数

	226所属
	219所属


※７所属については、受検者（複数回答等回答に不備のあった職員を除く）が１０名未満のため、分析不可
（９）　安全衛生協議会の開催
	年   月   日
	審　　議　　事　　項　　及　　び　　報　　告　　事　　項

	令和６．10．30
	(1) 令和５年度 職員健康管理事業の実施状況
　・部局別時間外実績
(2) 令和６年度（９月末時点）職員健康管理事業の実施状況
　・部局別時間外勤務実績
(3) その他
・ワクチン接種補助について（地共済事業）

	令和７．３．27
	(1) 令和６年度（２月末時点）職員健康管理事業の実施状況
・部局別時間外勤務実績
(2) 令和７年度 健康管理事業計画


（10）　本庁・咲洲安全衛生委員会の開催
	年   月   日
	審　　議　　事　　項　　及　　び　　報　　告　　事　　項

	令和６．６．27
	(1) 令和５年度 職員健康管理事業の実施状況
・部局別時間外勤務実績
(2) 令和６年度 健康管理事業計画
(3) 令和６年度（５月末時点）職員健康管理事業の実施状況
　・部局別時間外勤務実績

	令和６．７．25
	令和６年度（６月末時点）職員健康管理事業の実施状況
・部局別時間外勤務実績

	令和６．８．30
	令和６年度（７月末時点）職員健康管理事業の実施状況
・部局別時間外勤務実績

	令和６．９．30
	令和６年度（８月末時点）職員健康管理事業の実施状況
・部局別時間外勤務実績

	令和６．10．30
	令和６年度（９月末時点）職員健康管理事業の実施状況
・部局別時間外勤務実績

	令和６．11．28
	令和６年度（１０月末時点）職員健康管理事業の実施状況
・部局別時間外実績

	令和６．12．25
	令和６年度（１１月末時点）職員健康管理事業の実施状況
・部局別時間外勤務実績

	令和７．１．24
	令和６年度（１２月末時点）職員健康管理事業の実施状況
・部局別時間外勤務実績

	令和７．２．20
	令和６年度（１月末時点）職員健康管理事業の実施状況
　・部局別時間外勤務実績

	令和７．３．27
	令和６年度（２月末時点）職員健康管理事業の実施状況
　・部局別時間外勤務実績


（11）　嘱託産業医委嘱状況
	担　当　所　属　名
	担　当　産　業　医
	相 談 件 数

	なにわ北府税事務所
雇用推進室　　　　　　　他１所属
西大阪治水事務所
大阪自動車税事務所　　　他１所属
中央府税事務所
障がい者自立相談支援センター
こころの健康総合センター
三島府税事務所　　　　　他３所属
茨木保健所
豊能府税事務所　　　　　他１所属
泉北府税事務所　　　　　他１所属
教育センター　　　　　　　
南部流域下水道事務所　　他３所属
富田林保健所　他１所属
中央子ども家庭センター
中央子ども家庭センター保護第１課　他１所属
泉南府税事務所　　　　　他２所属
修徳学院
八尾土木事務所
北河内府税事務所　　　　他１所属
東部流域下水道事務所　　他１所属
中河内府税事務所
東大阪子ども家庭センター
富田林子ども家庭センター　他３所属
吹田子ども家庭センター　　　　　
箕面子ども家庭センター　他１所属　
守口保健所
和泉保健所
	杉岡　武彦
北田　博一
𠮷川　守
太田　正佳
髙折　和男
土田　耕正
市吉　浩
上野　豊
城谷　敬子
仁科　昌久
山崎　雄一郎
小田　真
宮本　治子
東條　正英
篠塚　知宏
河野　朗久
別所　哲司
藤江　博
北中　淳悟
三好　淳
巽　祐子
丸山　貴資
平松　久典
上野　克己
御前　治
岡﨑　裕
清水　秀和
永田　就三
	６件
13件
５件
12件
５件
６件
５件
21件
５件
11件
10件
５件
24件
　11件
12件
11件
15件
６件
３件
12件
11件
６件
６件
25件
６件
14件
10件
６件

	
	282件

	ストレス相談室
	籠本　孝雄
館　純子
稲田　泰之
井出　健太郎
岩田　和彦
稲田　貴士
髙橋　良斉


公務災害グループ
１　常勤職員の災害補償について

(1)　地方公務員災害補償基金大阪府支部

地方公務員災害補償基金（以下「基金」という。）は、地方公務員等の公務災害又は通勤災害に対する補償その他必要な事業を実施するため、地方公務員災害補償法（以下「法」という。）に基づいて設置された法人であり（法第３条）、主たる事務所（基金本部）を東京都に、従たる事務所（支部）を都道府県及び指定都市ごとに置くこととされている（法第４条）。

大阪府支部は、総務部企画厚生課内に設置され、大阪府、府内市町村（大阪市及び堺市を除く。）及び一部事務組合等の常勤職員の災害補償に関する事務を行っている。
(2)　大阪府支部の組織

支部長には大阪府知事があたり（基金定款第３条）、副支部長、事務長、事務次長、主査、主事、出納員その他の職員は大阪府職員が便宜供与により兼任している（法第１３条第１項）。

(3)　基金の費用

基金の業務に要する費用は、各地方公共団体等の負担金その他の収入をもって充てることとされており、各地方公共団体等の負担金の額は、基金の定款で定める職務の種類による職員の区分に応じ、当該職務の種類ごとの職員に係る給与の総額に、基金の定款で定める割合をそれぞれ乗じ、さらに、都道府県、指定都市、中核市及び特例市においては、給付費と負担金の額の割合で算定した率（最大±２０％。５％ずつ４段階）を乗じて得た額の合計額とされている（法第４９条）。

大阪府支部においては、令和６年度の概算負担金として総額1,497,569,964円を基金本部へ納付した。

(4)　 公務災害及び通勤災害の認定状況並びに補償等の実施状況

ア　公務災害及び通勤災害認定処理件数　　　　　　　　　　　（件）

	区　　　分
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	府
	公務上
	853


	1,217
（1）
	1,060

	
	通勤該当
	131

(1)
	164
	151

	
	公務外
	35


	37
（1）
	37

	
	通勤非該当
	4


	13
	9

	市町村等
	公務上
	706

(1)
	746


	664

	
	通勤該当
	164


	167


	150



	
	公務外
	23

	36


	31

	
	通勤非該当
	8

	10


	9

	合　計
	公務上
	1,559

(1)
	1,963

(1)
	1,724

	
	通勤該当
	295

(1)
	331


	301

	
	公務外
	58


	73

(1)
	68

	
	通勤非該当
	12


	23


	18


　　（注）　（　）は、死亡
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２　非常勤職員の災害補償について

(1)　災害補償の実施機関

非常勤職員の災害補償は、非常勤職員の災害補償に関する条例（以下「条例」という。）により、議会の議員については議会の議長、執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員については知事、その他の職員については各任命権者が実施機関となり、認定、補償等を行っている（条例第３条）。
なお、知事が実施機関となり認定、補償等に関する事務を行ったのは次のとおりである。
(2)　公務災害及び通勤災害の認定状況並びに補償等の実施状況

　　ア　非常勤職員の災害認定処理件数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（件）

	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	公務上
	通　勤

該　当
	公務外
	通　勤

非該当
	合　計
	公務上
	通　勤

該　当
	公務外
	通　勤

非該当
	合　計
	公務上
	通　勤

該　当
	公務外
	通　勤

非該当
	合　計

	７
	２
	０
	０
	９
	５
	１
	０
	０
	６
	７
	４
	０
	０
	11


　
	イ　非常勤職員の災害補償等実施状況
	
	

	区　　分
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	
	件数
	補 償 等 額
	件数
	補 償 等 額
	件数
	補 償 等 額

	補　　償　　費
	
	件
	円
	件
	円
	件
	円

	
	療　養　補　償　費
	9
	1,942,877
	10
	501,812
	15
	684,359

	
	休　業　補　償　費
	1
	158,388
	2
	114,238
	0
	0

	
	障　害　補　償　費
	1
	1,174,740
	1
	899,700
	1
	936,900

	
	合　　　計
	11
	3,276,005
	13
	1,515,750
	16
	1,621,259

	福祉事業費
	休　業　援　護　金
	1
	52,796
	2
	38,080
	0
	0

	
	障害特別支給金等
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	合　　　計
	1
	52,796
	2
	38,080
	0
	0

	総　　　　　計
	12
	3,328,801
	15
	1,553,830
	16
	1,621,259
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		イ　公務災害及び通勤災害補償等実施状況 コウムサイガイオヨツウキンサイガイホショウトウジッシジョウキョウ

		区　　　　　分 クブン				令和4年度 レイワネンドド				令和5年度 レイワネンドド				令和6年度 レイワネンドド

						件　数 ケンスウ		補 償 等 額 タスクショウトウガク		件　数 ケンスウ		補 償 等 額 タスクショウトウガク		件　数 ケンスウ		補 償 等 額 タスクショウトウガク

		補　　　償　　　費 ホショウヒ				件 ケン		円 エン		件 ケン		円 エン		件 ケン		円 エン

				療養補償費 リョウヨウホショウヒ		1,915		460,752,620		2,554		718,085,664		2,307		657,553,041

				休業補償費 キュウギョウホショウヒ		2		128,606		6		1,988,019		7		1,311,998

				傷病補償年金 ショウビョウホショウネンキン		1		3,091,000		2		2,641,896		1		9,501,850

				障害補償費 ショウガイホショウヒ		74		192,815,321		83		194,160,419		81		206,751,430

				介護補償費 カイゴホショウヒ		6		4,832,810		6		4,153,872		5		4,275,420

				遺族補償費 イゾクホショウヒ		99		237,430,194		124		290,286,411		121		288,469,896

				葬祭補償費 ソウサイホショウヒ		2		1,882,560		2		2,144,160		0		0

				合　　　　　計 ゴウケイ		2,099		900,933,111		2,777		1,213,460,441		2,522		1,167,863,635

		福　　　祉　　　事　　　業　　　費 フクシジギョウヒ		補装具費 ホソウグヒ		3		267,805		3		775,043		4		559,337

				リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン費 ヒ		0		0		0		0		0		0

				アフターケア費 ヒ		3		1,168,184		5		3,280,857		5		6,277,044

				休業援護金 キュウギョウエンゴキン		2		42,868		6		662,642		7		437,304

				奨学援護金 ショウガクエンゴキン		3		1,704,000		4		2,520,000		4		2,314,000

				就労保育援護金 シュウロウホイクエンゴキン		0		0		0		0		0		0

				傷病特別支給金 ショウビョウトクベツシキュウキン		0		0		2		1,140,000		1		1,000,000

				障害特別支給金 ショウガイトクベツシキュウキン		18		7,350,000		29		11,810,000		28		10,440,000

				遺族特別支給金 イゾクトクベツシキュウキン		0		0		2		6,000,000		1		3,000,000

				障害特別援護金 ショウガイトクベツエンゴキン		18		27,000,000		29		62,050,000		28		35,200,000

				遺族特別援護金 イゾクトクベツエンゴキン		0		0		2		29,750,000		1		18,600,000

				傷病特別給付金 ショウビョウトクベツキュウフキン		1		846,900		2		723,850		1		1,900,466

				障害特別給付金 ショウガイトクベツキュウフキン		81		42,516,248		89		43,468,633		90		48,391,788

				遺族特別給付金 イゾクトクベツキュウフキン		124		58,009,343		124		57,808,088		121		58,812,006

				合　　　　　計 ゴウケイ		253		138,905,348		297		219,989,113		291		186,931,945

		総　　　　　　計  ソウケイ				2,352		1,039,838,459		3,074		1,433,449,554		2,813		1,354,795,580






